
第３四半期報告書

 本書は、ＥＤＩＮＥＴ（Electronic Disclosure for Investors' NETwork）システ
ムを利用して金融庁に提出した第３四半期報告書の記載事項を、紙媒体と
して作成したものであります。

株式会社ミクシィ 
 
(E05617)

2121/2010年



目        次 

【表紙】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

  第一部 【企業情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

    第１ 【企業の概況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

        １ 【主要な経営指標等の推移】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

        ２ 【事業の内容】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

        ３ 【関係会社の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

        ４ 【従業員の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

    第２ 【事業の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 

        １ 【生産、受注及び販売の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 

        ２ 【事業等のリスク】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 

        ３ 【経営上の重要な契約等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 

        ４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ・・・・・・・・・・・・  4 

    第３ 【設備の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6 

    第４ 【提出会社の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7 

        １ 【株式等の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7 

          （１） 【株式の総数等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7 

            ① 【株式の総数】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7 

            ② 【発行済株式】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7 

          （２） 【新株予約権等の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  8 

          （３） 【ライツプランの内容】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

          （４） 【発行済株式総数、資本金等の推移】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

          （５） 【大株主の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

          （６） 【議決権の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

            ① 【発行済株式】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

            ② 【自己株式等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

        ２ 【株価の推移】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

           【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

        ３ 【役員の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

    第５ 【経理の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

        １ 【四半期連結財務諸表】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

          （１） 【四半期連結貸借対照表】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

          （２） 【四半期連結損益計算書】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 

           【第３四半期連結累計期間】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 

           【第３四半期連結会計期間】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

          （３） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

2121/2010年



           【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 ・・・・・・・・・ 21 

           【追加情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

           【注記事項】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 

           【事業の種類別セグメント情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

           【所在地別セグメント情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 

           【海外売上高】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 

        ２ 【その他】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

  第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

レビュー報告書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 巻末 

2121/2010年



  

  

【表紙】 

【提出書類】 四半期報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年２月10日 

【四半期会計期間】 第11期第３四半期（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

【会社名】 株式会社ミクシィ 

【英訳名】 mixi, Inc. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  笠原 健治 

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号 

住友不動産原宿ビル 

【電話番号】 （０３）５７３８－５９００（代表） 

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長  小泉 文明 

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号 

住友不動産原宿ビル 

【電話番号】 （０３）５７３８－５９００（代表） 

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長  小泉 文明 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

2121/2010年-1-



第一部【企業情報】 
第１【企業の概況】 
１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。 

    ２．売上高には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含んでおりません。 

  

回次 
第10期 
第３四半期 
連結累計期間 

第11期 
第３四半期 
連結累計期間 

第10期 
第３四半期 
連結会計期間 

第11期 
第３四半期 
連結会計期間 

第10期 
連結会計年度 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 
至平成20年 
12月31日 

自平成21年 
４月１日 
至平成21年 
12月31日 

自平成20年 
10月１日 
至平成20年 
12月31日 

自平成21年 
10月１日 
至平成21年 
12月31日 

自平成20年 
４月１日 
至平成21年 
３月31日 

売上高（百万円）  8,913  9,664  3,091  3,416  12,052

経常利益（百万円）  2,960  2,511  954  694  3,787

四半期（当期）純利益（百万円）  1,535  1,259  457  320  1,946

純資産額（百万円） － －  12,751  14,429  13,141

総資産額（百万円） － －  13,971  16,085  15,115

１株当たり純資産額（円） － －  83,328.21  93,671.50  85,629.02

１株当たり四半期（当期）純利益
金額（円） 

 10,141.94  8,188.09  3,012.75  2,083.00  12,819.23

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額（円） 

 9,881.10  8,110.25  2,946.94  2,065.02  12,527.84

自己資本比率（％） － －  91.3  89.7  86.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー（百万円） 

 1,006  1,193 － －  2,158

投資活動による 
キャッシュ・フロー（百万円） 

 531  △1,913 － －  433

財務活動による 
キャッシュ・フロー（百万円） 

 33  57 － －  48

現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高（百万円） 

－ －  9,342  9,706  10,371

従業員数（人） － －  226  290  242
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 当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要
な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

 当第３四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

（注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

  

   （注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、契約社員を含む)は、当第３四半期連結会計期
間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

  

   （注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、契約社員を含む)は、当第３四半期会計期間の
平均人員を（ ）外数で記載しております。  

２【事業の内容】 

３【関係会社の状況】 

名称 住所 資本金 
（百万円） 主要な事業の内容 

議決権の所有割合又
は被所有割合(％) 関係内容 

（持分法適用関連会社） 
 Pikkle株式会社 
  

東京都新宿区   147
インターネットメ
ディア事業  

 20
「mixiアプリ」を企
画・開発している。 

４【従業員の状況】 
(1）連結会社の状況 平成21年12月31日現在

従業員数（人）  290  (63)

(2）提出会社の状況 平成21年12月31日現在

従業員数（人）  254  (58)
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(1）生産実績 
 生産に該当する事項がありませんので、生産実績に関する記載はしておりません。 
  
(2）受注状況 

 受注生産を行っておりませんので、受注状況に関する記載はしておりません。 
  

(3）販売実績 
 当第３四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．当第３四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次のとおりであり
ます。 

     ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。  

  

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

   

(1) 業績の状況 
 当第３四半期におけるわが国の経済は、企業収益、設備投資、雇用情勢において厳しい状況が続いております。内
閣府の12月の月例経済報告では、「景気は、持ち直してきているが、自律性に乏しく、失業率が高水準にあるなど依
然として厳しい状況にある。」とし、雇用情勢の一層の悪化や海外景気の下振れ、デフレや金融資本市場の変動の影
響など、景気を下押しするリスクが存在することに留意する必要があるとしております。 
 インターネット関連業界におきましては、総務省の平成20年「通信利用動向調査」によれば、インターネットの利
用者は9,091万人に達し、モバイル端末からの利用者数は7,506万人と増加しております。また、「2008年（平成20
年）日本の広告費」（株式会社電通）によれば、2008年のインターネット広告費は、前年比116.3％と引き続き成長を
続けております。モバイル広告に関しましても、３Ｇ端末や通信料定額制の普及定着や効果的な広告メディアとして
の評価が定着したことから、ナショナルクライアントにおけるマスキャンペーンでの活用が促進されてきておりま
す。 
 このような環境のもと、当社ではインターネットメディア事業が順調に推移し、当第３四半期連結会計期間の売上

高は 百万円（前年同四半期比 ％増加）となりました。また、営業利益は 百万円（前年同四半期比 ％
減少）、経常利益は 百万円（前年同四半期比 ％減少）、四半期純利益は 百万円（前年同四半期比 ％減
少）となりました。 

第２【事業の状況】 
１【生産、受注及び販売の状況】 

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

前年同四半期比（％） 
  

インターネットメディア事業（百万円）  3,291  113.5

インターネット求人広告事業（百万円）  124  65.1

その他事業（百万円）  － － 

合計（百万円）  3,416  110.5

相手先 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日） 

金額（百万円） 割合（％） 

株式会社サイバー・コミュニケーションズ  1,532  44.9

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社  405  11.9

株式会社スパイア  382  11.2

２【事業等のリスク】 

３【経営上の重要な契約等】 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

3,416 10.5 700 26.3
694 27.3 320 29.9
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 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

① インターネットメディア事業 
 当事業におきましては、ソーシャル・ネットワーキング サービス（以下「SNS」という。）「mixi」のユーザー数
は平成21年12月31日現在で約1,858万人、月間ページビュー（以下「PV」という。）はモバイル端末経由「mixiモバ
イル」が約224.8億PV、パソコン経由が約51.3億PVとなりました。「mixi」において、平成21年８月より新しいコミ
ュニケーションサービスである「mixiアプリ」の提供を開始し、PVが大きく増加しております。また収益面では、
「mixiモバイル」の広告販売が好調に推移した一方、「mixiアプリ」の提供者に支払うアドプログラム費が増加しま
した。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増加）となりました。ま
た、売上高のうち、広告売上高は 百万円、課金売上高は 百万円となっております。営業利益は 百万円
（前年同四半期比 ％減少）となりました。  

② インターネット求人広告事業 
 当事業におきましては、IT系の求人情報に特化することにより他社との差別化を図ること、及び、自社媒体である
「mixi」を活用することによる高い広告宣伝効果と広告宣伝費の抑制により、利益率を確保しながら収益の拡大を目
指して参りました。 
 一方で、求人広告市場においては有効求人倍率が低迷を続けていること等、引続き事業環境が悪化しており、当第

３四半期連結会計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減少）、営業利益は 百万円（前年同四半期比
％減少）となりました。 

③ その他事業 
 当事業は中国を含めた新規事業となっております。中国におきましては、メディア力の拡大に注力しており、売上

高は計上しておりません。また、当第３四半期連結会計期間の営業損失は 百万円（前年同四半期は 百万円の営業
損失）となりました。 

  
(2) 財政状態の分析 
① 財政状態 

 当第３四半期連結会計期間末までの財政状態の主な変動としましては、資産については流動資産が 百万円
（前連結会計年度末比 百万円増加）、固定資産は 百万円（前連結会計年度末比 百万円増加）となりまし
た。主な要因としては、流動資産においては、現金及び預金の増加、固定資産においては、投資有価証券の取得等に
よる増加であります。 

 負債及び純資産については、流動負債が 百万円（前連結会計年度末比 百万円減少）、純資産は 百万
円（前連結会計年度末比 百万円増加）となりました。主な要因としては、流動負債においては法人税の支払い
による未払法人税等の減少、利益剰余金においては、四半期純利益の増加によるものであります。 
② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は 百万円となり
ました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結会計期間において営業活動により獲得した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の獲得）
となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益 百万円の他、未払金の増加等であり、主な減少要因
は、法人税等の支払額 百万によるものであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結会計期間において投資活動により使用した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の獲
得）となりました。主な減少要因は、定期預金（３か月超）の預け入れ 百万円によるものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結会計期間において財務活動により得られた資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の獲得）と
なりました。主な増加要因は、連結子会社における借入によるものであります。 
  
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 
 当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 
  
(4) 研究開発活動 
 該当事項はありません。 

3,291 13.5
3,047 244 898

20.4

124 34.9 81
24.3

33 64

13,794
602 2,290 366

1,655 318 14,429
1,288

9,706

172 181
616

948

2,354 868
2,000

13 5
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(1）主要な設備の状況 
 当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 
  
(2）設備の新設、除却等の計画 
 当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等
について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画は
ありません。  

  

第３【設備の状況】 
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第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
（１）【株式の総数等】 
①【株式の総数】 

  
②【発行済株式】 

  
 （注）「提出日現在発行数」の欄には、平成22年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使に

より発行された株式数は含まれておりません。  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  528,000

計  528,000

種類 
第３四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成21年12月31日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成22年2月10日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

 普通株式  154,046  154,552
東京証券取引所 
（マザーズ） 

当社は単元株制度は採
用しておりません。 

計  154,046  154,552 － － 
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（２）【新株予約権等の状況】 
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 
① 平成17年１月31日臨時株主総会決議 
  

  
（注）１．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、

調整後に生じる１株の100分の１未満の株式は切り捨てるものとします。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．当社が平成17年１月31日株主総会決議後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を
調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

３．当社が平成17年１月31日株主総会決議後、払込金額を下回る価格で新株を発行（新株予約権の権利行使の場
合を含まない）又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる１円未満の端
数は切り上げるものとします。 
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した
数をいうものとします。 

４．平成17年９月２日開催の取締役会決議により平成17年９月27日付で１株を５株に分割、平成19年５月10日開
催の取締役会決議により平成19年７月１日付で１株を２株に分割しております。これにより、上記の表に記
載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。 

  

区分 第３四半期会計期間末現在 
（平成21年12月31日） 

新株予約権の数（個）  16

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  160

新株予約権の行使時の払込金額（円）  25,000

新株予約権の行使期間 
自 平成19年２月１日 
至 平成26年12月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    
資本組入額    

25,000
12,500

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時
において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相
談役、従業員又は顧問であることを要する。 
その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との
間で締結した新株予約権割当契約により決定するものと
する。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めない
ものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数又は
処分自己株式数 

× １株当たり払込金額
又は処分価額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
調整前払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分自己株式数 
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② 平成17年10月21日臨時株主総会決議 
  

  
（注）１．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、

調整後に生じる１株の100分の１未満の株式は切り捨てるものとします。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に
より生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

３．当社が新株予約権発行後、払込金額を下回る価格で新株を発行（新株予約権の権利行使の場合を含まない）
又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる
ものとします。 
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した
数をいうものとします。 

４．平成19年５月10日開催の取締役会決議により平成19年７月１日付で１株を２株に分割しております。これに
より、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の
行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。 

  

区分 第３四半期会計期間末現在 
（平成21年12月31日） 

新株予約権の数（個）  564

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  1,128

新株予約権の行使時の払込金額（円）  50,000

新株予約権の行使期間 
自 平成19年11月１日 
至 平成27年９月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      
資本組入額   

50,000
25,000

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時
において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相
談役、従業員又は顧問であることを要する。 
その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との
間で締結した新株予約権割当契約により決定するものと
する。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めない
ものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数又は
処分自己株式数 

× １株当たり払込金額
又は処分価額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
調整前払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分自己株式数 
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③ 平成17年10月21日臨時株主総会決議 
  

  
（注）１．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、

調整後に生じる１株の100分の１未満の株式は切り捨てるものとします。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に
より生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

３．当社が新株予約権発行後、払込金額を下回る価格で新株を発行（新株予約権の権利行使の場合を含まない）
又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる
ものとします。 
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した
数をいうものとします。 

  
４．平成19年５月10日開催の取締役会決議により平成19年７月１日付で１株を２株に分割しております。これに
より、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の
行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。 

  

区分 第３四半期会計期間末現在 
（平成21年12月31日） 

新株予約権の数（個）  51

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  102

新株予約権の行使時の払込金額（円）  50,000

新株予約権の行使期間 
自 平成19年11月１日 
至 平成27年９月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      
資本組入額   

50,000
25,000

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時
において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相
談役、従業員又は顧問であることを要する。 
その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との
間で締結した新株予約権割当契約により決定するものと
する。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めない
ものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数又は
処分自己株式数 

× １株当たり払込金額
又は処分価額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
調整前払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分自己株式数 
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④ 平成18年１月11日臨時株主総会決議 
  

  
（注）１．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、

調整後に生じる１株の100分の１未満の株式は切り捨てるものとします。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に
より生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

３．当社が新株予約権発行後、払込金額を下回る価格で新株を発行（新株予約権の権利行使の場合を含まない）
又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる
ものとします。 
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した
数をいうものとします。 

  
４．平成19年５月10日開催の取締役会決議により平成19年７月１日付で１株を２株に分割しております。これに
より、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の
行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。 

  

区分 第３四半期会計期間末現在 
（平成21年12月31日） 

新株予約権の数（個）  9

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  18

新株予約権の行使時の払込金額（円）  50,000

新株予約権の行使期間 
自 平成20年２月１日 
至 平成27年12月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     
資本組入額   

50,000
25,000

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時
において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相
談役、従業員、顧問又は外部協力者であることを要す
る。 
その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との
間で締結した新株予約権割当契約により決定するものと
する。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めない
ものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数又は
処分自己株式数 

× １株当たり払込金額
又は処分価額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
調整前払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分自己株式数 
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⑤ 平成18年４月28日臨時株主総会決議 
  

  
（注）１．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、

調整後に生じる１株の100分の１未満の株式は切り捨てるものとします。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に
より生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

３．当社が新株予約権発行後、払込金額を下回る価格で新株を発行（新株予約権の権利行使の場合を含まない）
又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる
ものとします。 
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した
数をいうものとします。 

  
４．平成19年５月10日開催の取締役会決議により平成19年７月１日付で１株を２株に分割しております。これに
より、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の
行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。 

  

区分 第３四半期会計期間末現在 
（平成21年12月31日） 

新株予約権の数（個）  11

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  22

新株予約権の行使時の払込金額（円）  125,000

新株予約権の行使期間 
自 平成20年５月１日 
至 平成28年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    
資本組入額     

125,000
62,500

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時
において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相
談役、従業員又は顧問であることを要する。 
その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との
間で締結した新株予約権割当契約により決定するものと
する。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めない
ものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数又は
処分自己株式数 

× １株当たり払込金額
又は処分価額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
調整前払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分自己株式数 
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⑥ 平成18年４月28日臨時株主総会決議 
  

  
（注）１．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、

調整後に生じる１株の100分の１未満の株式は切り捨てるものとします。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に
より生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

３．当社が新株予約権発行後、払込金額を下回る価格で新株を発行（新株予約権の権利行使の場合を含まない）
又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる
ものとします。 
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した
数をいうものとします。 

  
４．平成19年５月10日開催の取締役会決議により平成19年７月１日付で１株を２株に分割しております。これに
より、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の
行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。 

  

区分 第３四半期会計期間末現在 
（平成21年12月31日） 

新株予約権の数（個）  3

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  6

新株予約権の行使時の払込金額（円）  125,000

新株予約権の行使期間 
自 平成20年５月１日 
至 平成28年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    
資本組入額     

125,000
62,500

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時
において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相
談役、従業員、顧問又は外部協力者であることを要す
る。 
その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との
間で締結した新株予約権割当契約により決定するものと
する。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めない
ものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数又は
処分自己株式数 

× １株当たり払込金額
又は処分価額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
調整前払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分自己株式数 
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 該当事項はありません。 

  

  
（注）１．新株予約権の行使による増加であります。 
   ２．平成22年１月１日から平成22年１月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が506株、  

資本金及び資本準備金がそれぞれ12百万円増加しております。  

  

 フィデリティ投信株式会社から平成22年１月７日付の大量保有報告書の変更報告書により、平成21年12月31日現在
で、以下の株式を保有している旨の報告を受けましたが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質
所有株式数の確認ができません。 
  

    
  

    
 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する
ことができないことから、直前の基準日（平成21年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。 

  
②【自己株式等】 
 該当事項はありません。 

（３）【ライツプランの内容】 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 発行済株式総数
増減数（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増減
額（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成21年10月１日～ 
平成21年12月31日 
（注） 

 10  154,046  0  3,740  0  3,710

（５）【大株主の状況】 

氏名又は名称 住所 保有株券等の数 
（株） 

株券等保有割合 
（％） 

フィデリティ投信株式会社 
東京都港区虎ノ門4丁目
3番1号 

 12,126  7.87

（６）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 平成21年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  154,036  154,036 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数  154,036 － － 

総株主の議決権 －  154,036 － 
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【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

  
 （注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。 

  

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。  

  

２【株価の推移】 

月別 平成21年 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

最高（円)  529,000  482,000  602,000  736,000  693,000  625,000  763,000  791,000  865,000

最低（円)  357,000  410,000  434,000  536,000  582,000  526,000  554,000  640,000  705,000

３【役員の状況】 
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 
 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣
府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 
 なお、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期
間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期
連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日
から平成21年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 
 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から
平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四
半期連結財務諸表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第３四半期連結会計期間
（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年
12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表については有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けてお
ります。 
  なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマ
ツとなっております。 

  

第５【経理の状況】 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 11,706 10,371 
売掛金 1,889 1,583 
有価証券 － 999 
その他 203 242 
貸倒引当金 △3 △4 

流動資産合計 13,794 13,192 
固定資産   
有形固定資産   
建物 166 167 
減価償却累計額 △43 △33 

建物（純額） 122 134 

工具、器具及び備品 1,998 1,838 
減価償却累計額 △1,134 △936 

工具、器具及び備品（純額） 863 902 

有形固定資産合計 986 1,037 
無形固定資産   
その他 185 194 
無形固定資産合計 185 194 

投資その他の資産   
その他 1,127 696 
貸倒引当金 △9 △4 

投資その他の資産 1,118 692 

固定資産合計 2,290 1,923 

資産合計 16,085 15,115 
負債の部   
流動負債   
未払金 935 714 
短期借入金 26 － 
未払法人税等 198 1,013 
賞与引当金 50 44 
その他 444 202 
流動負債合計 1,655 1,974 

負債合計 1,655 1,974 
純資産の部   
株主資本   
資本金 3,740 3,725 
資本剰余金 3,710 3,695 
利益剰余金 7,006 5,746 
株主資本合計 14,458 13,167 

評価・換算差額等   
為替換算調整勘定 △28 △26 

評価・換算差額等合計 △28 △26 

純資産合計 14,429 13,141 

負債純資産合計 16,085 15,115 
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 8,913 9,664 
売上原価 1,698 2,258 
売上総利益 7,214 7,405 
販売費及び一般管理費 ※1  4,267 ※1  4,844 

営業利益 2,946 2,561 
営業外収益   
受取利息 14 17 
その他 1 1 
営業外収益合計 16 19 

営業外費用   
支払利息 － 0 
為替差損 1 2 
持分法による投資損失 0 32 
投資事業組合運用損 － 33 
営業外費用合計 1 69 

経常利益 2,960 2,511 
特別利益   
持分変動利益 － 7 

特別利益合計 － 7 

特別損失   
固定資産除却損 12 44 
過年度著作権使用料 － 47 
特別損失合計 12 92 

税金等調整前四半期純利益 2,948 2,425 

法人税、住民税及び事業税 1,397 1,131 
法人税等調整額 15 34 
法人税等合計 1,413 1,165 

四半期純利益 1,535 1,259 
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【第３四半期連結会計期間】 
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,091 3,416 
売上原価 606 1,006 
売上総利益 2,484 2,409 
販売費及び一般管理費 ※1  1,534 ※1  1,709 

営業利益 950 700 
営業外収益   
受取利息 5 5 
為替差益 － 2 
その他 0 1 
営業外収益合計 6 9 

営業外費用   
支払利息 － 0 
為替差損 1 － 
持分法による投資損失 0 15 
営業外費用合計 1 15 

経常利益 954 694 
特別利益   
持分変動利益 － 7 

特別利益合計 － 7 

特別損失   
固定資産除却損 5 37 
過年度著作権使用料 － 47 
特別損失合計 5 85 

税金等調整前四半期純利益 949 616 

法人税、住民税及び事業税 473 265 
法人税等調整額 18 30 
法人税等合計 491 295 

四半期純利益 457 320 
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税金等調整前四半期純利益 2,948 2,425 
減価償却費 355 348 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 3 
賞与引当金の増減額（△は減少） 10 6 
受取利息及び受取配当金 △14 △17 
支払利息 － 0 
為替差損益（△は益） 1 0 
持分法による投資損益（△は益） 0 32 
投資事業組合運用損益（△は益） － 33 
持分変動損益（△は益） － △7 
固定資産除却損 12 44 
売上債権の増減額（△は増加） △144 △305 
未払金の増減額（△は減少） 84 322 
未払消費税等の増減額（△は減少） △18 △31 
その他 △84 261 
小計 3,150 3,118 
利息の受取額 3 13 
利息の支払額 － △0 
法人税等の支払額 △2,147 △1,938 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,006 1,193 
投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の預入による支出 － △2,000 
有価証券の取得による支出 △4,993 － 
有価証券の償還による収入 6,000 1,000 
有形固定資産の取得による支出 △321 △335 
無形固定資産の取得による支出 △50 △105 
投資有価証券の取得による支出 △100 △429 
貸付けによる支出 － △40 
貸付金の回収による収入 － 10 
その他 △3 △13 

投資活動によるキャッシュ・フロー 531 △1,913 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入れによる収入 － 26 
株式の発行による収入 33 30 
財務活動によるキャッシュ・フロー 33 57 

現金及び現金同等物に係る換算差額 9 △2 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,580 △665 

現金及び現金同等物の期首残高 7,761 10,371 
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  9,342 ※1  9,706 
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

１．持分法の適用に関す
る事項の変更 

（1）持分法適用関連会社 
① 持分法適用関連会社の変更 
 第１四半期連結会計期間より、株式会社コ

ミュニティファクトリーは新たに株式を取

得したため、持分法適用の範囲に含めてお

ります。 

 第２四半期連結会計期間より、空飛ぶ株式

会社は新たに株式を取得したため、持分法

適用の範囲に含めております。 

 当第３四半期連結会計期間より、Pikkle株

式会社は新たに株式を取得したため、持分

法適用の範囲に含めております。 

  ② 変更後の持分法適用関連会社数 

 ４社 

【追加情報】 
  

  

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

重要な資産の評価基準及
び評価方法 
  

その他有価証券 
 第１四半期連結会計期間において、投資事
業組合への出資を行いました。これに伴い、
投資事業組合への出資持分については、最近
の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取
り込む方法を採用しております。  
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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

【注記事項】 
（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。     

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。     

販売手数料 百万円2,091 販売手数料 百万円2,356

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。  

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。  

販売手数料 百万円742 販売手数料 百万円831

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年12月31日現在） （平成21年12月31日現在） 

（百万円） （百万円） 

  

現金及び預金勘定 9,342

現金及び現金同等物 9,342

 

現金及び預金勘定 11,706
預入期間が３か月を超える定期預金  △2,000

現金及び現金同等物 9,706

（株主資本等関係） 
当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年
12月31日） 
１．発行済株式の種類及び総数 

  
２．自己株式の種類及び株式数 
 該当事項はありません。 
  
３．新株予約権等に関する事項 
 会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 
  
４．配当に関する事項 
 該当事項はありません。  

普通株式 株 154,046
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前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

  
当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

  
  
前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

（セグメント情報） 
【事業の種類別セグメント情報】 

  

インターネ
ットメディ
ア事業 
（百万円） 

インターネ
ット求人広
告事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売 上 高             

(1）外部顧客に対する売上高  2,899  191  －    3,091  －  3,091

(2）
 

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －

  計       2,899  191    －    3,091  －  3,091

 
営業利益又は 
営業損失（△）     1,129  108  △64    1,173  (223)  950

  

インターネ
ットメディ
ア事業 
（百万円） 

インターネ
ット求人広
告事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売 上 高             

(1）外部顧客に対する売上高  3,291  124  －    3,416  －  3,416

(2）
 

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －

  計       3,291  124    －    3,416  －  3,416

 
営業利益又は 
営業損失（△）     898  81  △33    946  (246)  700

  

インターネ
ットメディ
ア事業 
（百万円） 

インターネ
ット求人広
告事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売 上 高             

(1）外部顧客に対する売上高     8,216  696  －  8,913  －  8,913

(2）
 

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 －    －  －  －  －  －

  計  8,216  696  －  8,913  －  8,913

 
営業利益又は 
営業損失（△）   3,281  406  △121  3,565  (618)  2,946
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当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 
事業は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主なサービス 
インターネットメディア事業・・・SNS「mixi」の運営 
インターネット求人広告事業・・・IT系求人サイト「Find Job !」の運営 
その他事業・・・海外（中国）事業、その他新規事業  

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自平成21
年10月１日 至平成21年12月31日） 
 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略して
おります。  

  
前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21
年４月１日 至平成21年12月31日） 
 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略して
おります。 

  

  

インターネ
ットメディ
ア事業 
（百万円） 

インターネ
ット求人広
告事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売 上 高             

(1）外部顧客に対する売上高     9,274  390  －  9,664  －  9,664

(2）
 

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 －    －  －  －  －  －

  計  9,274  390  －  9,664  －  9,664

 
営業利益又は 
営業損失（△）   3,134  270  △119  3,284  (723)  2,561

【所在地別セグメント情報】 

【海外売上高】 
前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自平成21
年10月１日 至平成21年12月31日） 
 海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

  
前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21
年４月１日 至平成21年12月31日） 
 海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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１．１株当たり純資産額 

  

  
２．１株当たり四半期純利益金額等 

  
（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 
  

  

（１株当たり情報） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額    円 93,671.50 １株当たり純資産額  円 85,629.02

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額  10,141.94 円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額 

 9,881.10 円

１株当たり四半期純利益金額  8,188.09 円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額 

 8,110.25 円

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額     
四半期純利益（百万円）  1,535  1,259
普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  1,535  1,259
期中平均株式数（株）  151,379  153,870

      
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     
四半期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（株）  3,996  1,476
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株
式で、前事業年度末から重要な変動があったもの
の概要 

―――――― ―――――― 
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（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 
  

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  
  

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額  3,012.75 円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額 

 2,946.94 円

１株当たり四半期純利益金額  2,083.00 円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額 

 2,065.02 円

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額     
四半期純利益（百万円）  457  320
普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  457  320
期中平均株式数（株）  151,936  154,043

      
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     
四半期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（株）  3,393  1,341
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株
式で、前事業年度末から重要な変動があったもの
の概要 

―――――― ―――――― 

（重要な後発事象） 

２【その他】 
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成２１年２月９日

株式会社ミクシィ 

取締役会 御中 

監査法人トーマツ 

  指定社員 
業務執行社員   公認会計士 原田 誠司  印 

  指定社員 
業務執行社員   公認会計士 菊地 徹   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ミ

クシィの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２０年１

０月１日から平成２０年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年 

１２月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ミクシィ及び連結子会社の平成２０年１２月３１日現在

の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期

連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め

られなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期
報告書提出会社）が別途保管しております。 
２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 

2121/2010年-28-



  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成２２年２月５日

株式会社ミクシィ 

取締役会 御中 

有限責任監査法人トーマツ 

  指定有限責任社員 
業務執行社員   公認会計士 原田 誠司  印 

  指定有限責任社員 
業務執行社員   公認会計士 菊地 徹   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ミ

クシィの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２１年１

０月１日から平成２１年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２１年４月１日から平成２１年 

１２月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ミクシィ及び連結子会社の平成２１年１２月３１日現在

の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期

連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め

られなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期
報告書提出会社）が別途保管しております。 
２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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